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1. 事業の概要 

1.1. 調査の目的 

近年、日本国内でBtoC、BtoB、CtoC等のEC市場が急速に拡大を続けている。また、オンラ

インの取引手段としてオークションサイトやフリマアプリも普及してきている。加えて、それらオン

ライン市場はグローバル化しており、多国間での取引量も急速に伸びてきた。しかしそれに伴い、イ

ンターネット上での模倣品被害が一層深刻化してきている。模倣品の流通は企業の売上に悪影響を与

えるだけではなく、企業のブランドイメージを毀損したり、模倣品を購入した消費者の健康や生命に

危険を及ぼしたりして、非常に深刻な問題を引き起こすものとなる。 

 

こうした模倣品被害を抑えるためには、法整備や行政による取締りの強化が必要であると同

時に、各企業においても製品・包装等に工夫を凝らす等、模倣防止のための対策が求められる。日本

国内においては、模倣品対策に役立つ技術を開発・導入して対策を講じている企業もあるものの、模

倣品被害発生の予防に関して有効な対策が取られていない企業もあるというのが現状である。 

 

経済産業省が実施した「模倣品対策に係る取組の効果に関する定量的把握手法の整理及び技

術的手段を活用した効果的な対策手法の普及支援策に関する調査」1「我が国模倣品被害の課題分析

及び課題解決のための方策検討に関する調査」2にもあるように、日本国内での模倣品対策に関する

有効な対策が十分に講じられていない原因としては、模倣品対策のためのリソースの欠如が挙げられ

る。さらに、技術コストの低減が進んでいない、技術の検証が進んでおらず効果を担保できないとい

う課題もある。さらに、EC市場においては、出品者が多様化しているため、それに伴いECサイトの

運営者による出品物の管理がますます難しくなっているという点が課題として挙げられる。加えて、

各ECサイトが独自に模倣品対策技術を開発・導入する動きも見受けられるが、標準化された模倣品

対策技術が確立されているわけではないという点も指摘できる。 

 

以上より、本調査においては、EC市場が急拡大・グローバル化し模倣品被害が多様化・深刻

化する中で、日本国内及び諸外国における真贋判定技術やトレーサビリティ技術等、模倣品対策に役

立つ技術の動向、そして国際機関における標準化の取組み動向を把握することを目指す。 

 

 

 

 
1
 経済産業省「平成30年度知的財産権ワーキング・グループ等侵害対策強化事業 模倣品対策に係る取組の効果

に関する定量的把握手法の整理及び技術的手段を活用した効果的な対策手法の普及支援策に関する調査」https:

//www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000002.pdf 
2
 経済産業省「我が国模倣品被害の課題分析及び課題解決のための方策検討に関する調査平成29年度知的財産権

ワーキング・グループ等侵害対策強化事業 我が国模倣品被害の課題分析及び課題解決のための方策検討に関す

る調査」https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000038.pdf 
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1.2. 調査の実施内容 

1.2.1. 調査対象 

調査対象は日本、中国、韓国、米国、欧州、ISO（国際標準化機構）とした。 

1.2.2. 調査内容 

本件では、以下の3つの項目について調査・整理した。 

 

（1）国内企業・団体が提供している模倣品対策技術の個別事例と技術動向 

（2）海外で使われている模倣品対策技術の個別事例、技術動向、また海外・ISOの標準化動向 

（3）ECサイト管理者（国内・海外）及びECサイト利用者（国内）の模倣品対策の動向 

1.2.3. 調査方法 

 

【デスクリサーチ】 

（1）（2）の各項目について、各企業・団体の公開情報・資料・記事よりデスクリサーチに

よって情報収集を実施した。（1）については、2018年から2022年の公開情報を対象とした。報告

書のとりまとめにあたり、参考情報が外国語の場合は一部翻訳を行ったが、日本語翻訳にあたっては

元の情報公開機関の確認を受けていないため、本報告書と原文で解釈に相違があった場合は原文を優

先されたい。 

 

【アンケート調査】 

（1）（2）（3）の各項目について、各企業・団体にメール（不可の場合は郵送）のアン

ケート調査によって情報収集を実施した。アンケート送付後、送付先すべてに回答を1回以上督促し

た。 

 

【ヒアリング調査】 

（1）（2）の各項目について、各企業・団体へのオンラインミーティングによるヒアリング

調査によって情報収集を実施した。 

 

【本調査のアドバイザー】 

本事業では模倣品対策や知財に関する専門的な知識が必要であったため、これらの分野に精

通しているIP FORWARD法律特許事務所の弁護士に外部アドバイザーとして参加していただき、調

査内容の専門性を損なわないよう調査を行った。 
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キヤノンITソリューションズ株式会社 C2V Connected 

二輪・自動車部品、電気・電子部品、食品・飲料・たば

こ、産業機械 模倣品対策 C2V Connected｜キヤノンIT

ソリューションズ (canon-its.co.jp) 
ICタグ 

クルツジャパン株式会社 ValiGate 二輪・自動車部品、医薬品、映像・音楽・コミック、ト

イレタリー、アパレル、時計、電気・電子部品、食品・

飲料・たばこ、産業機械、玩具、文房具・事務用品、ス

ポーツ用品、その他 
SCRIBOS: Start 

印刷技術（可視・人判定不可） 

1次元・2次元コード 

SEMIジャパン 
ブロックチェーンを使った半導体

デバイスの模倣品対策の規格化 

電気・電子部品（半導体） 
https://www.semi.org/jp/blogs/blockc

hain-based-anti-counterfeiting-standar

dization-of-semiconductor-devices 

ブロックチェーン 

凸版印刷株式会社 
クラウド型ID認証プラット

フォーム 
二輪・自動車部品、医薬品、映像・音楽・コミック、ト

イレタリー、アパレル、時計、電気・電子部品、食品・

飲料・たばこ、産業機械、玩具、文房具・事務用品、ス

ポーツ用品、その他 

凸版印刷、QRコード真贋判定サービスが

コスメブランドで採用 
ICタグ、1次元・2次元コード 

凸版印刷株式会社 イルミグラム 
二輪・自動車部品、医薬品、映像・音楽・コミック、ト

イレタリー、アパレル、時計、電気・電子部品、食品・

飲料・たばこ、産業機械、玩具、文房具・事務用品、ス

ポーツ用品、その他 

凸版印刷、ライトを当てると文字や絵が現

れるホログラムを開発 | 凸版印刷 (toppa

n.co.jp) 

印刷技術（不可視・人判定可） 

凸版印刷株式会社 ムービングホログラム 
二輪・自動車部品、医薬品、映像・音楽・コミック、ト

イレタリー、アパレル、時計、電気・電子部品、食品・

飲料・たばこ、産業機械、玩具、文房具・事務用品、ス

ポーツ用品、その他 

凸版印刷、ムービングホログラムと手触り

で瞬時に真贋判定 | 凸版印刷 (toppan.co.

jp) 

印刷技術（可視・人判定可） 

凸版印刷株式会社 セキュアカラー 

二輪・自動車部品、医薬品、トイレタリー、アパレル、

時計、スポーツ用品、その他（有価証券類） 凸版印刷、世界初 パステル発色ホログラ

ム | 凸版印刷 (toppan.co.jp) 
印刷技術（可視・人判定可） 

日本発条株式会社 PTAS（ピータス） 二輪・自動車部品、医薬品、映像・音楽・コミック、ト

イレタリー、アパレル、時計、電気・電子部品、食品・

飲料・たばこ、産業機械、玩具、文房具・事務用品、ス

ポーツ用品、その他 

模倣品対策となるホログラム等の製品を紹

介|PTAS (nhkspg.biz) 

印刷技術（可視・人判定可） 

 

日本流通管理支援機構株式会社 Trust Tag 二輪・自動車部品、医薬品、映像・音楽・コミック、ト
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https://atrust-cert.com/ 

SBINFT株式会社 ブロックチェーン 

（公開情報無し） 

es.jp/main/html/rd/p/000000063.000013931.html 

JAPAN MADE事務局株式会社 ブロックチェーン 

映像・音楽・コミック、食品・飲料・たばこ 

https://www.hyperj.ai/ 

スタートバーン株式会社 ブロックチェーン 
映像・音楽・コミック、その他（アート作品〈絵画・彫

刻〉） 
https://startbahn.io/ja/startrail-port 

大日本印刷株式会社 印刷技術（不可視・人判定可） 

（公開情報無し） 

https://www.dnp.co.jp/news/detail/1190339_1587.html 

大日本印刷株式会社 製品情報判定技術 

その他（運転免許証等） 

https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1192765_1567.html 

株式会社ダブルスタンダード 物体画像照合技術 

その他（身分証明） 

https://double-std.com/service/planning/ekyc/ 

株式会社超越 物体画像照合技術 

アパレル（ブランド品・スニーカー）、時計 

https://www.checkgoodsapp.com/ 

特殊電子回路株式会社 その他 

電気・電子部品（半導体） 

https://www.shin-ic.jp/ 

日本アイ・ビー・エム株式会社 ブロックチェーン 

医薬品 

https://jp.newsroom.ibm.com/2019-03-27-blockchain 

PwCコンサルティング合同会社 量子・分子タグ 

医薬品、トイレタリー、アパレル、食品・飲料・たばこ 
https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/global-innovation-factor

y/digital-traceability.html 

株式会社マイクロ・テクニカ、サトーホー

ルディングス株式会社 
1次元・2次元コード 

医薬品 

https://www.sato.co.jp/market/healthcare/kiispot/ 
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山口証券印刷株式会社 印刷技術（不可視・人判定不可） 
トイレタリー、アパレル、時計、食品・飲料・たばこ、

その他（入場券・クーポン券） 
https://www.yamaguchi-s-p.com/traceability.html 

 

 

3.2.アンケート又はヒアリング調査済みの企業・団体 

●アイエスシステム株式会社 

真贋判定システム T3クラウド 

 

【企業情報】 

● 企業概要 「テクノロジーを通じて人と環境にやさしい社会を実現」するこ

とをモットーに開発を行う企業。 

PCアプリケーションからデバイスドライバ、組み込みソフト

ウェアに至るまで、さまざまな用途やプラットフォームでの開発

実績がある。特にネットワーク、画像処理、組み込みソフト等の

技術開発が得意分野であり、IoT、M2M分野への進出へ向けて本

格的な取組みを行っている。 

● 所在地 神戸市中央区栄町通2丁目1ー2日東ビル404 

● 資本金 950万円 

● 主な事業組織 ソフトウェア開発、周辺機器開発、ハードウェア開発 

 

【技術の特徴】 

● 製品名 真贋判定システム T3クラウド 

● 技術概要 真贋判定用RFIDとクラウドサービスを組合せて、模倣品対策

が実現できるソリューション 

● 技術カテゴリー ICタグ、WEBソリューション 

● 技術詳細 購入商品をスマートフォンでタッチするとクラウドサービス

（真贋判定サーバー）によって個体を識別し、真贋判定を

行った結果をスマートフォンに表示する。 
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● 資本金 1億5,000万円 

● 主な事業組織 ブロックチェーンを活用したトレーサビリティサービスの提供

等。 

 

IT FORCE株式会社（共同開発企業のため、デスクリサーチのみ） 

● 企業概要 ITの力で持続可能な未来の実現に貢献し、デジタル技術を活用し

て社会と人々の生活を改革する。 

● 所在地 東京都中央区新川1丁目14番5号金盃第3ビル5F、6F 

● 設立年月日 2006年8月21日 

● 従業員数 78名（2022年3月末現在） 

● 前年度売上 18億5,000万円（2021年度） 

● 資本金 2,000万円 

 

株式会社digglue（共同開発企業のため、デスクリサーチのみ） 

● 企業概要 ブロックチェーン、AI、IoT等のテクノロジーを利用し、大手企業

のリサイクル・リユース等の事業をITでサポート。持続可能な世

界に向け、環境に関する課題をデジタルで解決するテックカンパ

ニー。 

● 所在地 東京都新宿区天神町6 Mビル8F 

● 設立年月日 2018年6月1日 

● 従業員数 17名 

● 主な事業組織 トレーサビリティシステム開発、サーキュラーエコノミーサービ

スの提供、クローズドループ構築コンサルティング、ブロック

チェーン学習サービス運営、ブロックチェーンメディアの運営 

 

【技術の特徴】 

● 製品名 SHIMENAWA 

● 技術概要 ブロックチェーン技術でデータに命（新たな価値）を吹き込

み、サプライチェーン上でつなげることで、有形、無形な商品

の付加価値を最大化するトレーサビリティサービス。 

「SHIMENAWA」は米R3開発のエンタープライズ向けブロッ

クチェーン「コルダ（Corda）」が採用されている。 

● 技術カテゴリー ブロックチェーン 

● 技術詳細 SBIトレーサビリティ株式会社は、株式会社digglue、IT FORC
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E株式会社と連携してトレーサビリティサービスを開発した。

この試みで、生産者の情報や「出荷」プロセス等の情報を入

力、「日本産」食品の生産から流通をトレースし、生産地・生

産環境・プロセス等の証明ができる。これにより消費者からの

「日本産」食品の表記情報の信頼性やブランディングをより高

め、「日本産」食品としての付加価値訴求や説明責任向上の実

現を目指す。 

● サンプル例  

 

【技術開発の目的や背景】 

海外における食品の需要獲得を目指し、「日本産」食品の輸出拡大戦略が取られる中、生産

地・生産環境・プロセス等の証明やフードサプライチェーンの透明化に課題がある。偽の表記

を付けた商品が海外で流通しており、食品の表記情報の信頼性が購買行動に大きく影響するの

にもかかわらず、その対策が不十分であることが課題となっている。 

 

【サプライチェーン上のプロセスカテゴリー】 

新品の取引  

中古品の取引 

流通 通関 販売・対面 販売・EC 消費 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 

【ECにおける使用範囲カテゴリー】 

ECで使用可能 

ECで使用不可 

出品者が真贋判定 消費者が真贋判定 ECサイト管理者が真贋判定 
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判定結果の信頼性の担保 

トレーサビリティ機能の有無 有 

技術自体の外観の模倣可否 
理論上可能だが、実例はまだ無

し 

判定結果の欺瞞可否 不可 

 

※導入の容易性 

プロ

セス 

専用デバイス又は専用アプリ 

導入までの

期間（月） 

導入費用

（円） 

年間費用

（円） 

導入期間・

費用の標準

とした企業

規模 
①不要 

②導入・利用

が容易だが必

要 

③導入・利用

が高難度なも

のが必要 

製造 △   3 

（アンケー

ト未回答） 

ロットに

よる 
中小企業 

流通 △   0～3 
ロットに

よる 
中小企業 

販売 △   0～3 
ロットに

よる 
中小企業 

消費 〇   0   

 

【技術のメリット・今後の改善点】 

● メリット 耐改ざん性。 

模倣品対策機能（守り）だけではユーザーの導入メリットが少な

いが、マーケティング・ブランディング等攻めの観点でも活用い

ただける機能も実装している。 

● 今後の改善点 技術導入コストの捻出。 

EC上で活用するためには、デジタル情報（データ）の真正性（信

用・信頼性）の担保=データインテグリティ対策が必要。 

 

【URL】 

SHIMENAWA (sbi-shimenawa.com) 
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●株式会社GAZIRU 

画像認識サービス「GAZIRU」 

【企業情報】 

● 企業概要 日本と米国シリコンバレーに活動拠点を置くベンチャーキャピタ

ルであるGlobal Catalyst Partners Japanが100％出資するベン

チャー企業。Structured Spin‐in（SSI）というシリコンバレー流

投資モデルを活用し、GCPJ2号ファンドのLPとして参画する日本

電気株式会社の物体指紋認証技術を同社既存事業の領域以外の市

場へと展開を加速させることを目的に2020年4月に設立された。 

● 所在地 東京都世田谷区等々力1－33－16 

● 設立年月日 2020年4月1日 

● 主な事業組織 画像による個体識別・種別認識機能の提供 

 

【技術の特徴】 

● 製品名 画像認識サービス「GAZIRU」 

● 技術概要 NECが開発した画像認識技術である物体指紋認証技術をコアテ

クノロジーとした個体識別サービス 

● 技術カテゴリー 物体画像照合技術 

● 技術詳細 スマートフォン等のモバイル端末のカメラを使って、紙面、衣

類や自動車等のさまざまな画像を形状等の特徴から高精度に分

類する画像認識と、その対象物の付加情報や広告等の情報提供

を組合せた新たなサービスの構築を可能にする基盤サービス。 
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ジョン「VISION2025」で掲げた“共想共創カンパニー”を目指し

ている。 

● 所在地 東京都港区港南2－16－6 キヤノンSタワー 

● 設立年月日 1982年7月1日 

● 従業員数 3,740名（2021年12月末日現在・単体） 

● 前年度売上 975億7,100万円（2021年12月期・単体） 

● 資本金 36億1,700万円 

● 主な事業組織 製造・流通ソリューション、金融・社会ソリューション、デジタ

ルイノベーション、ITプラットフォーム 

 

【技術の特徴】 

● 製品名 C2V Connected 

● 技術概要 商品や商品箱に貼り付けした正規品判定用IDタグ「Connecte

dTag」をスマートフォンで読み取ることで、簡単に正規品判

定が行えるクラウドサービス 

● 技術カテゴリー ICタグ 

● 技術詳細 「ConnectedTag（コネクティッドタグ）」「標準アプリ

ケーション」「正規品判定クラウドサービス」の3つの要素で

構成される。 

商品や商品箱に付したConnectedTag（正規品判定用IDタ

グ）をスマートフォンで読み取ると、クラウド上で正規品か

どうかを判定した結果をスマートフォンの画面に表示する。 

● サンプル  
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● 所在地 東京都台東区台東1丁目5番1号 

● 設立年月日 明治33年（1900年） 

● 従業員数 連結54,336名 （2022年3月末現在） 

● 前年度売上 連結売上高：1兆5,475億3,300万円 

連結営業利益：735億500万円 

連結経常利益：763億1,800万円（2022年3月末現在） 

● 資本金 1,049億8,600万円 （2022年3月末現在） 

● 主な事業組織 「印刷テクノロジー」をベースにした「情報コミュニケーション

事業分野」「生活・産業事業分野」及び「エレクトロニクス事業

分野」の3分野にわたり幅広い事業活動を展開している。 

 

クラウド型ID認証プラットフォーム 

【技術の特徴】 

● 製品名 クラウド型ID認証プラットフォーム 

● 技術概要 対象となる製品に貼り付けされたNFCタグ等のIDデバイスを

消費者のスマートフォンで読み取ることで、真贋判定や不正

流通の監視等、サプライチェーンの管理をできる。 

● 技術カテゴリー ICタグ、1次元・2次元コード 

● 技術詳細 【主な機能】 

① 安心・安全なID認証基盤 

ICチップによって異なるさまざまな暗号化アルゴリズム

や、読み取りごとに変わる演算結果をクラウド上で判定

するID認証方式に対応している。同じNFCタグを何度読

み取っても、NFCタグが応答するURLは変化するので、

応答したURLをコピーして拡散されても無効となり、UR

Lの不正利用を防ぐことができる。 

 

② API提供による高い汎用性 

他のソフトウェアやアプリケーションにデータ連携可能

なAPI（ソフトウェアやプログラム同士をつなぐイン

ターフェース）を提供しているので、導入企業は、自社

のサービスプラットフォームにトッパンのID認証機能を

組み込むことができるため、安全なサービス環境を容易

に構築できる。 

 

③ 凸版印刷のIDデバイスとの組合せにより幅広いニーズに

対応 
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導入の容易性※ 

専用デバイス又はアプリの必要性 不要 

導入費用・運用費用 （以下の表を参照） 

導入までの期間 （以下の表を参照） 

判定の容易性 

判定者の予備知識の必要性 不要 

判定にかかる手間・時間 即時判定 

判定結果の信頼性の担保 

トレーサビリティ機能の有無 無し 

技術自体の外観の模倣可否 不可 

判定結果の欺瞞可否 不可 

 

※導入の容易性 

プロ

セス 

専用デバイス又は専用アプリ 

導入までの

期間（月） 

導入費用

（円） 

年間費用

（円） 

導入期

間・費用

の標準と

した企業

規模 

①不要 

②導入・利用

が容易だが必

要 

③導入・利用

が高難度なも

のが必要 

製造 〇   6か月～ 200万～ 300万～ 
年間50万

枚 

流通 〇   6か月～ 200万～ 300万～ 
年間50万

枚 

販売 〇   6か月～ 200万～ 300万～ 
年間50万

枚 

消費 〇   6か月～ 200万～ 300万～ 
年間50万

枚 

1枚5円～ 100万枚製造時 

 

【技術のメリット・今後の改善点】 

● メリット 正面から見たときにパステル調の構造色が確認でき、深く傾ける

と色が消失するため、目視での真贋判定に活用できる。また本製

品の製造には独自に開発した製造方法が必要なため、偽造・模倣

品の作成は困難であり、ブランドプロテクト効果が大いに期待で

きる。 

● 今後の改善点 （公開情報無し） 
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【URL】 

凸版印刷、世界初 パステル発色ホログラム | 凸版印刷 (toppan.co.jp) 

 

●日本発条株式会社 

PTAS（ピータス） 

【企業情報】 

● 企業概要 安全や環境対応、快適性、高機能に向けたキーパーツを提供す

る自動車分野、最先端のテクノロジーを生かす情報通信分野、

暮らしに貢献する産業生活分野等ニッパツグループは多岐にわ

たる「ものづくり」。 

● 所在地 横浜市金沢区福浦3－10 

● 設立年月日 1939年（昭和14年）9月8日 

● 従業員数 5,131名（単独） 

21,082名（連結） 

※臨時従業員の年間平均雇用人員を含む（2022年3月末） 

● 前年度売上 5,869億円（連結）（2022年3月末） 

● 資本金 170億957万円 

● 主な事業組織 ばね生産本部、シート生産本部、精密ばね生産本部、DDS生産

本部、産機生産本部 

 

【技術の特徴】 

● 製品名 PTAS（ピータス） 

● 技術概要 WEB上で、商材の真偽判定（真贋識別）とトレーサビリティ

ができる、Trustgram®付ラベル 

● 技術カテゴリー 印刷技術（可視・人判定可） 

● 技術詳細 Trustgram®付ラベルに、ユニークID（固有の番号）やQR

コードの情報を付与した状態で提供するので、ユニークIDを

さまざまな情報とひも付けすることで、トレーサビリティ管

理もできる。 
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●日本流通管理支援機構株式会社 

Trust Tag 

【企業情報】 

● 企業概要 消費財卸売業界やIT業界での経験が豊富な経営陣により、不正流

通の監視やブランド保護を目的として設立。 

韓国CK&B社との業務提携により獲得した正規品認証技術と、自

社開発の流通管理システムを組合せた、正規品認証/流通管理ソ

リューションを提供する。 

● 所在地 東京都世田谷区北沢2－30－8 クレセント下北沢2階 

● 設立年月日 平成29年6月 

● 主な事業組織 ・商品及びサービスの販売、調達に関する情報の提供 

・商品及びサービスの円滑な販売のための情報管理の支援 

・コピー品対策の実施及び紛争解決に向けた支援 

 

【技術の特徴】 

● 製品名 Trust Tag 

● 技術概要 ホログラム、QRコード、電子透かし技術、及び位置情報を活

用した、正規品認証/流通管理ソリューション 

● 技術カテゴリー 印刷技術（可視・人判定不可） 

● 技術詳細 肉眼によるホログラム、デザインの目視検証 

専用アプリによるラベルの個体識別データの検証 

汎用スキャナーによる出荷情報の読み取りと個体識別データ

との整合性検証 
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【URL】 

正規品認証/流通管理ソリューション「Trust Tag」を発売｜日本流通管理支援機構 株式会

社のプレスリリース (prtimes.jp) 

偽物対策と流通管理の専門対策会社 ｜JDMSO 

 

 

●株式会社博報堂プロダクツ 

du-al.io™ 

【企業情報】 

● 企業概要 “多様な顧客との接点「顧客接点」を、確実に購入につなげてい

く「顧客化接点」にする力＝顧客化力”をコアコンピタンスとす

る総合制作事業会社。 

各コア事業が追求している専門技術（＝こしらえるスキル）

と、売場における生活者心理や流通動向等の知見（＝売のノウ

ハウ）を掛け合わせ、さらにそこにデータベースマーケティン

グと次世代のテクノロジーを取り入れることで、これからの時

代のプロモーションを創っていく。 

● 所在地 東京都江東区豊洲5‐6‐15 NBF豊洲ガーデンフロント 

● 設立年月日 2005年10月1日 

● 従業員数 1,970名（2022年4月現在） 

● 資本金 1億円 

● 主な事業組織 総合制作事業 

 

【技術の特徴】 

● 製品名 du-al.io™ 

● 技術概要 安全性の高いNFC（Near Field Communication）とブロッ

クチェーン技術NFT（Non‐Fungible Token）を活用した、

リアルとデジタルの統合真贋判定 

● 技術カテゴリー ブロックチェーン 

● 技術詳細 商品に付属するNFCタグを読み取るだけで真贋判定ができ、

唯一無二の価値を持つ正規品であることを証明できる。 

また、入手した製品の所有情報はNFTとして管理されるた

め、ユーザーはdu-al.io™のWebサービスページ内でNFTの

コレクションを確認することができ、NFTの譲渡/交換もで

きる。 
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● 資本金 3億5千万円 

● 主な事業組織 企業や公的機関の経営や業務における課題の解決、海外進出等の

事業成長の支援 

 

インテル株式会社（共同開発企業） 

● 企業概要 半導体によって、人々の仕事と生活をさらに豊かにする先進的な

技術と製品を開発、提供する。 

● 所在地 東京都千代田区丸の内3－1－1 国際ビル5階 

● 設立年月日 1976年4月28日 

● 従業員数 550名 

● 資本金 4億8,000万円 

 

日本通運株式会社（共同開発企業） 

● 企業概要 大手総合物流企業。国内トップクラスの物流企業として、トラッ

ク輸送を中心に航空・船舶輸送、鉄道貨物輸送を行うほか、引っ

越し・移転事業、航空会社の空港地上業務も担う。 

● 所在地 東京都千代田区神田和泉町2番地 

● 設立年月日 1937年10月1日 

● 従業員数 34,449人 

● 資本金 701億7,500万円 

● 主な事業組織 自動車輸送、鉄道利用輸送、海上輸送、船舶利用輸送、利用航空

輸送、倉庫、旅行、通関、重量品・プラントの輸送・建設、特殊

輸送、情報処理・解析等の物流事業全般及び関連事業 

 

【サプライチェーン上のプロセスカテゴリー】 

新品の取引  

中古品の取引 

流通 通関 販売・対面 販売・EC 消費 

〇 〇 〇 〇 〇 △ 

 

【ECにおける使用範囲カテゴリー】 

ECで使用可能 

ECで使用不可 

出品者が真贋判定 消費者が真贋判定 ECサイト管理者が真贋判定 
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プロ

セス 

専用デバイス又は専用アプリ 

導入までの

期間（月） 

導入費用

（円） 

年間費用

（円） 

導入期間・

費用の標準

とした企業

規模 
①不要 

②導入・利用

が容易だが必

要 

③導入・利用

が高難度なも

のが必要 

製造  〇      

流通  〇      

販売  〇      

消費        

 

【URL】 

https://www.accenture.com/jp-ja/case-studies/industrial/transforming-supply-chain

s-nippon-express 

 

●旭化成株式会社・TIS株式会社 

ICタグ、ブロックチェーン 

【企業情報】 

 

旭化成株式会社 

● 企業概要 ケミカルをコアテクノロジーとする繊維、化学品、エレクトロニ

クス関連素材を手掛け、旭化成グループを束ねる事業地会社とし

て、「グループ全体戦略の立案」「グループ資源配分の最適化」

「グループ経営執行の監督」の役割を担うとともに、多様な事業

領域を融合することによる「新規事業の創出」にも注力してい

る。 

● 所在地 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号日比谷三井タワー 

● 設立年月日 1931年5月21日 

● 従業員数 4万6,751人 

● 資本金 1,033億8,900万円 

● 主な事業組織 環境ソリューション事業、モビリティ＆インダストリアル事業、

ライフイノベーション事業 

 

TIS株式会社（共同開発企業） 
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判定結果の信頼性の担保 

トレーサビリティ機能の有無 有 

技術自体の外観の模倣可否 不可 

判定結果の欺瞞可否 不可 

 

※導入の容易性 

プロ

セス 

専用デバイス又は専用アプリ 

導入までの

期間（月） 

導入費用

（円） 

年間費用

（円） 

導入期

間・費用

の標準と

した企業

規模 

①不要 

②導入・利用

が容易だが必

要 

③導入・利用

が高難度なも

のが必要 

製造  〇      

流通  〇      

販売  〇      

消費  〇      

 

【URL】 

https://www.hyperj.ai/ 

●スタートバーン株式会社 

ブロックチェーン 

【企業情報】 

● 企業概要 ブロックチェーン技術を活用したデジタル証明書発行システム

『Cert.』を開発している企業。同社は、『Cert.』のほか、企業

がNFT（ノンファンジブル・トークン）を導入する際のシステム

基盤『Startrail』を提供している。 

● 所在地 東京都文京区本郷7－3－1東京大学南研究棟255 

● 設立年月日 2014年3月26日 

● 資本金 15億9,000万円（準備金を含む） 

● 主な事業組織 スタートバーンは世界中のアーティストそしてアートにかかわる

すべての人が必要とする技術を提供し、より豊かな社会の実現を

目指す会社。アート作品の信頼性や真正性の担保及び価値継承を

支えるブロックチェーンインフラ「Startrail」を構築している。 

 





 

91 

判定結果の信頼性の担保 

トレーサビリティ機能の有無 （公開情報無し） 

技術自体の外観の模倣可否 不可 

判定結果の欺瞞可否 不可 

 

【URL】 

https://startbahn.io/ja/startrail-port 

 

●大日本印刷株式会社 

 

【企業情報】 

● 企業概要 世界最大規模の総合印刷会社。印刷・情報技術を基盤に、雑誌

や書籍から包装、建材、エレクトロニクスへと事業領域を広げ

てきた。ICタグやICカード、電子出版、太陽電池やリチウムイ

オン電池等のエネルギー分野や再生医療等のライフサイエンス

分野にも進出、時代をリードする製品やサービスを次々と開

発。印刷、情報技術を融合した独自のソリューションを展開し

て、「未来のあたりまえ」を作りだし、豊かな生活を社会に貢

献。 

● 所在地 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 

● 設立年月日 1894年1月19日（登記） 

● 従業員数 36,542名（連結） 

10,082名（単体）（2022年3月31日現在） 

● 前年度売上 1兆3,441億4,700万円（連結） 

9,341億8,600万円（単体）（2022年3月31日現在） 

● 資本金 1,144億6,476万円（2022年3月31日現在） 

● 主な事業組織 出版イノベーション事業部、情報イノベーション事業部、イ

メージングコミュニケーション事業部、Lifeデザイン事業部、生

活空間事業部、モビリティ事業部、高機能マテリアル事業部、

ファインデバイス事業部、オプトエレクトロニクス事業部、コ

ンテンツコミュニケーション本部、教育ビジネス本部、メディ

カルヘルスケア本部、ICC本部、左内町営業部、ABセンター 
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判定の容易性 

判定者の予備知識の必要性 不要 

判定にかかる手間・時間 即時判定 

判定結果の信頼性の担保 

トレーサビリティ機能の有無 有 

技術自体の外観の模倣可否 

（公開情報無し） 

判定結果の欺瞞可否 

 

※導入の容易性 

プロ

セス 

専用デバイス又は専用アプリ 

導入までの

期間（月） 

導入費用

（円） 

年間費用

（円） 

導入期間・

費用の標準

とした企業

規模 
①不要 

②導入・利用

が容易だが必

要 

③導入・利用

が高難度なも

のが必要 

製造  〇      

流通  〇      

販売  〇      

消費  〇      

 

【URL】 

https://www.dnp.co.jp/news/detail/1190339_1587.html 

 

製品情報判定技術 

【サプライチェーン上のプロセスカテゴリー】 

新品の取引  

中古品の取引 

流通 通関 販売・対面 販売・EC 消費 

（公開情報無し） 

 

【ECにおける使用範囲カテゴリー】 

ECで使用可能 ECで使用不可 
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判定結果の欺瞞可否 

 

※導入の容易性 

プロ

セス 

専用デバイス又は専用アプリ 

導入までの

期間（月） 

導入費用

（円） 

年間費用

（円） 

導入期間・

費用の標準

とした企業

規模 
①不要 

②導入・利用

が容易だが必

要 

③導入・利用

が高難度なも

のが必要 

製造        

流通        

販売  〇      

消費  〇      

 

【URL】 

https://www.checkgoodsapp.com/ 

 

●特殊電子回路株式会社 

その他 

【企業情報】 

● 企業概要 FPGAと高速ADCを使った物理計測・信号計測の可能性を追求す

る設計会社。 

● 所在地 東京都墨田区錦糸1－2－1 アルカセントラル14階 

● 設立年月日 2004年9月2日 

 

【サプライチェーン上のプロセスカテゴリー】 

新品の取引  

中古品の取引 

流通 通関 販売・対面 販売・EC 消費 

    〇 〇 

 

【ECにおける使用範囲カテゴリー】 

ECで使用可能 ECで使用不可 
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導入までの期間 

判定の容易性 

判定者の予備知識の必要性 不要 

判定にかかる手間・時間 即時判定 

判定結果の信頼性の担保 

トレーサビリティ機能の有無 有 

技術自体の外観の模倣可否 

（公開情報無し） 

判定結果の欺瞞可否 

 

【URL】 

https://www.yamaguchi-s-p.com/traceability.html 
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する） 

k. ブロックチェーン 

B. 新品の取引（通関） 

C. 新品の取引（対面販売） 

D. 新品の取引（オンライン販売） 

E. 新品の取引（消費） 

F. 中古品の取引 

b. 物体画像照合技術（製品の画像と照合

する） 

d. 印刷技術（目に見え、デバイスが判定  

する） 

l. クローリング（ECサイトで模倣品の有

無を監視する）  

D. 新品の取引（オンライン販売） 

b. 物体画像照合技術（製品の画像と照合

する） 

g. 1次元・2次元コード 

A. 新品の取引（流通） 

b. 物体画像照合技術（製品の画像と照合

する） 

h. ICタグ  

F. 中古品の取引 

c. 印刷技術（目に見え、知識のある人が

判定する） 

e. 印刷技術（目に見えないが、特殊な光

等で人が判定する） 

B. 新品の取引（通関） 

c. 印刷技術（目に見え、知識のある人が

判定する） 

g. 1次元・2次元コード 

E. 新品の取引（消費） 

d. 印刷技術（目に見え、デバイスが判定

する） 

g. 1次元・2次元コード 

C. 新品の取引（対面販売） 

【模倣品対策技術】   

a. 物体成分照合技術（製品の成分と照合

する）    

b. 物体画像照合技術（製品の画像と照合

する）    

c. 印刷技術（目に見え、知識のある人が

判定する）   

d. 印刷技術（目に見え、デバイスが判定

する）   

e. 印刷技術（目に見えないが、特殊な光

等で人が判定する）  

f. 印刷技術（目に見えず、デバイスが判

 【活用範囲】 

A. 新品の取引（流通）   

B. 新品の取引（通関） 

C. 新品の取引（対面販売） 

D. 新品の取引（オンライン販売） 

E. 新品の取引（消費） 

F. 中古品の取引 

G. その他 
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・本技術を開発後、模倣品対策は、さまざまな企業が喫緊の課題とされていることに気が付いた。模

倣品を買う側に、正規品を購入するメリットを創出するという仕組みを作り出して、技術と組合せ

ることが必要だと思い、本技術を開発している。 

・模倣品で困っているのは事実としてあると思うが、製造業者の対策への意識の向上が必要と思う。 

            

3.2.2. アンケート調査結果の所見 

アンケートの回答から、国内においても模倣品対策のニーズは高まっているものの、対策技

術を導入している企業は多くないという現状が見て取れる。原因として、コスト面の負担等、企業や

メーカーに技術導入を消極的にさせる要因があり、積極的な実施に至っていないことが挙げられる。

例えば模倣品による被害の発生を把握していても、どこで発生しておりどれほどの損失があるのかと

いった実態の把握が難しく、模倣品対策の費用対効果の計算ができないことも導入に消極的になる理

由として考えられる。また、セキュリティ性の高い模倣品対策技術はコストが高くなるため、低価格

帯の商品に導入すると利益を圧迫してしまうことも理由の一つである。多くの企業が回答しているよ

うに、模倣品対策の重要性を理解し、取り組む体制を整えることも重要な課題の一つである。 

 

別の点として、ECサイトでの模倣品対策の必要性や標準化への期待は高まっているが、具体

的な対策がはっきりとしないという現状も浮き彫りとなった。流通経路や販売方法が多様化すること

により、消費者が模倣品を手にする可能性が高まっているが、誰がどの段階で模倣品対策を行うべき

かについての判断や導入方法も複雑化している。一つの技術、一企業の努力だけでは、すべての流通

経路や販売方法に対応したり模倣品が市場に出回ることを防いだりするのは難しく、今後この問題は

より複雑化すると思われる。 
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3.3. 国内の調査結果分析に基づくアドバイスや要望 

3.3.1. 模倣品対策技術を提供している企業・団体に対するアドバイス 

模倣品対策として有効な方法の一つは、サプライチェーン全体で管理を実施し、本物だけを

流通させる仕組みを形成することである。この仕組みに関しては、一社の企業努力だけで構築、維

持、管理を行うことが難しいため、業界全体又は国の協力や支援が不可欠となる。その支援のうえ

に、各企業が努力して開発したさまざまな模倣品対策技術が組合され、よりセキュリティ性が高い仕

組みの構築に至ることが期待されている。 

 

模倣品を販売するための手口が巧妙化・悪質化しており、従来の模倣品対策をすり抜ける模

倣品も流通しているため、セキュリティ性を高めることは模倣品対策において必須条件となってい

る。一方で、模倣品対策の導入や普及を推進するためには、低コストでユーザーにとって利便性の高

い技術が必要となる。コストや利便性を重視した技術は導入しやすいが模倣もされやすく、反対にセ

キュリティ性を高めた技術は模倣されにくいが導入もしにくい、といった課題への対応が必要であ

る。 

3.3.2. 模倣品対策技術の導入を検討している企業・団体に対するアド
バイス 

日本の権利者、税関等による高度な取組みにより、日本国内の市場に模倣品が流通する頻度

は世界的に見て低水準にとどまっていると考えられ、消費者が比較的安心して商品を購入できるとい

うのが現状である。しかしこの現状には、メーカーや消費者が模倣品対策の重要性を認識しにくいと

いう弊害もある。昨今の国内の状況を考慮すると、今後は性善説を前提としたビジネス展開にはリス

クが伴うことが予想される。例えば、模倣品により消費者に健康被害が生じた場合、メーカーが模倣

品対策についての責任を指摘されることもないとは言えない。また、実際に被害が生じてから模倣品

対策をするよりも、商品を生み出すための企画・開発の段階で模倣品問題の危険を認識して、対策を

行いながら計画を進める方が効率良く、ブランドを守ることにもつながる。 

 

これまでは、模倣品による被害損失を防ぐという観点から導入を検討するケースが多く、コ

ストが重要な判断材料となってきた。この場合、被害額が少なければ導入するメリットも少ないだけ

でなく、そもそも被害額が把握できず費用対効果が算出できないケースでは、導入が見送られること

も多い。また、低コストで導入した技術が模倣品対策として十分とは言えず、効果が可視化しづらい

という問題もあった。 

現在の模倣品対策技術は、模倣されにくい印刷技術が開発されていることに加えて、トレー

サビリティ機能や専用アプリ等によって消費者とのつながりを創出できる仕組みが実装されている。

例えば、どの地域のユーザーが真贋判定を多く実施しているのかといった情報を入手したり、製品情

報や製造過程を消費者に対して製品の魅力の一つとして伝えたりするツールとしても利用可能となっ

ている。これにより模倣品対策は、従来のように被害損失を防ぐという目的だけではなく、マーケ

ティングや自社ブランドの確立といったポジティブなビジネスツールとして活用できる。  
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https://www.cypheme.com/ 

Prooftag（フランス） 印刷技術（不可視・人判定可） 

食品・飲料・たばこ 

https://prooftag.net/en/technology/ 

Prooftag （フランス） ICタグ 

食品・飲料・たばこ（ワイン）、その他（化粧品） 

https://prooftag.net/en/technology/bubble-tag/ 

SCRIBOS GmbH - a KURZ company 

（ドイツ） 
1次元・2次元コード 

二輪・自動車部品、食品・飲料・たばこ 

https://www.scribos.com/solutions/security-label 

SCRIBOS GmbH - a KURZ company 

（ドイツ） 
印刷技術（可視・人判定可） 

医薬品 

https://www.scribos.com/solutions/security-seals 

东莞市将为防伪科技有限公司（Donggua

n Jiangwei Anti-Counterfeiting Tech

nology Co.,Ltd.）（中国） 

1次元・2次元コード 
その他（ラベルを貼り付けることができる商品であれば

対象） 

http://www.chinafangwei.cn/ https://kwvdp1688.sm160.com/ 

东莞市将为防伪科技有限公司（Donggua

n Jiangwei Anti-Counterfeiting Tech

nology Co.,Ltd.）（中国） 

印刷技術（不可視・人判定不可） 

食品・飲料・たばこ（ワイン）、その他（陶磁器） 

http://www.chinafangwei.cn/fangweijishu/duoguangpufangwei/ 

北京兆信信息技术股份有限公司（PanPas

s Information Technology Co., Ltd o

f Beijing）（中国） 

1次元・2次元コード 

電気・電子部品 

https://www.panpass.com/ 

北京兆信信息技术股份有限公司（PanPas

s Information Technology Co., Ltd o

f Beijing）（中国） 

ブロックチェーン 

食品・飲料・たばこ 

https://www.panpass.com/ 

上海天臣微纳米科技股份有限公司（中国） ブロックチェーン 

食品・飲料・たばこ（ワイン） 

http://www.techsun.com.cn/ 
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深圳市正标防伪科技有限公司（中国） ブロックチェーン 

その他 

http://www.zb88315.com/ 

深圳市正标防伪科技有限公司（中国） 印刷技術（可視・人判定可） 
医薬品、トイレタリー、電気・電子部品、食品・飲料・

たばこ 
http://www.zb88315.com/products.php?pid=19 

深圳市正标防伪科技有限公司（中国） 印刷技術（不可視・人判定可） 
医薬品、トイレタリー、食品・飲料・たばこ、その他

（公文書・有価証券・証明書） 
http://www.zb88315.com/technology.php?id=5 

深圳市正标防伪科技有限公司（中国） ICタグ 
医薬品、食品・飲料・たばこ（ワイン）、その他（税金

請求書・有価証券・証明書・チケット・切手） 
http://www.zb88315.com/technology.php?id=4 

KOMSCO（韓国造幣公社） 印刷技術（可視・人判定可） 
二輪・自動車部品、トイレタリー、アパレル、その他

（正規品認証セキュリティラベル・商業用パッケージン

グ・商業用カード等） 
http://www.ccnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=218465 http

s://www.komsco.com/kor 

KOMSCO（韓国造幣公社） 印刷技術（不可視・人判定不可） その他（商業用パッケージング・セキュリティラベル・

セキュリティ用紙・商品券・セキュリティが求められる

各種証明書等） https://www.komsco.com/kor 

KOMSCO（韓国造幣公社） 印刷技術（不可視・人判定可） 
その他（商品券・国家公認試験成績書・病院の処方箋・

学習紙・セキュリティが求められる各種証明書等） 
https://www.komsco.com/kor 

KOMSCO（韓国造幣公社） 
印刷技術（可視・人判定可） 

印刷技術（不可視・人判定不可） 
その他（商業用パッケージング・セキュリティラベル・

セキュリティ用紙・商品券・セキュリティが求められる

各種証明書等） 
https://www.komsco.com/kor 

NANOBRICK Co., Ltd （韓国） 
印刷技術（可視・人判定可） 

1次元・2次元コード 二輪・自動車部品、医薬品、トイレタリー、アパレル、

電気・電子部品、食品・飲料・たばこ 

http://www.m-tag.co.kr:8080/_JPN/html/company01.php 

NANOBRICK Co., Ltd （韓国） 印刷技術（可視・人判定可） 

医薬品、トイレタリー、食品・飲料・たばこ 

http://www.nanobrick.co.kr/pr/4144 
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4.2.アンケート又はヒアリング調査済みの企業・団体 

●Scantrust（スイス） 

Scantrust QR Code 

【企業情報】 

● 企業概要 インターネット上で製品を識別するためのIOTプラットフォーム

を提供するスイスの企業で、高級品、食品、産業機械、浄水器、

ケーブル等さまざまな業界向けにトレーサビリティを提供してい

る。 

● 所在地 EPFL Innovation Park, PSE－D CH－1015, Lausanne, Switz

erland 

● 設立年月日 2014年 

● 従業員数 41人 

● 前年度売上 280万USドル 

 

【技術の特徴】 

● 製品名 Scantrust QR Code 

● 技術概要 携帯電話を使用して、ScantrustのセキュアQRコードをス

キャンして製品を認証する。認証スキャンは、専用のモバイ

ルアプリを使用して設定し、シリアル化（一意）又は非シリ

アル化QRコード（SKU/製品グループレベル）にすることが

できる。標準的なインクと基材を使用するほとんどの産業用

プリンターで印刷できる。 

 

● 技術カテゴリー 印刷技術（可視・人判定不可）、1次元・2次元コード 
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● 技術概要 微細な「共役系高分子」粒子内部に偽造識別情報を多重に隠

しておく新しい製造技術に基づいて製作された。微粒子に3次

元ホログラムと構造色、蛍光特性等のセキュリティ情報を多

様な形態と組合せて実現して偽造を不可能にしたと説明され

ている。 

● 技術カテゴリー 印刷技術（可視・人判定可） 

印刷技術（可視・人判定不可） 

印刷技術（不可視・人判定可） 

印刷技術（不可視・人判定不可） 

製品情報判定技術 

● サンプル例  

 

【技術開発の目的や背景】 

AMHOLO代表はイ ジソクUNIST（蔚山科学技術院）エネルギー化学工学科教授で、10年

以上にわたり偽造技術を研究した専門家である。イ代表は、海外で韓国の核心となる輸出

品を模倣した「偽物」が違法流通しないようにするという決意を表明している。 

 

【サプライチェーン上のプロセスカテゴリー】 

新品の取引  

中古品の取引 

流通 通関 販売・対面 販売・EC 消費 

 〇 〇   〇 

 

【ECにおける使用範囲カテゴリー】 

ECで使用可能 

ECで使用不可 

出品者が真贋判定 消費者が真贋判定 ECサイト管理者が真贋判定 

〇 〇   
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● 所在地 612号6th Floor, 484, Gangnam－daero, Gangnam－gu, Seo

ul 

● 設立年月日 2020年10月 

 

【技術の特徴】 

● 製品名 FAIKERZソリューション 

● 技術概要 偽物の自動検出、自動証拠収集、及び販売者追跡が可能なシ

ステム。無制限の自動アラート発送機能により、90％以上の

販売者を検出、追跡して対応できる。 

基本的にプラットフォーム上に掲載されている商品検索エン

ジンをクローリングし、クローリング後にその中のコンテン

ツを分類、分析して、その製品の真贋を自動的に判定する。

この技術によって製品自体の鑑定をするのではなく、オンラ

イン上に掲示される製品の写真や販売者情報、商品説明、顧

客のレビュー等の全体的なコンテンツを分析して偽物の探知

を行うことで、販売元の意図を把握するという点が他社の技

術とは大きく異なっている。 

● 技術カテゴリー クローリング 

● 技術詳細 モニタリング技術（韓国ではクローリングと言うと情報収集

のことで、収集した情報を分析するところまでを含むのがモ

ニタリング技術とされている。） 

権利侵害検知は、基本的に登録から保護までのワンストップ

サービスを提供。提携ローファームによって即時の権利侵害

製品除去が可能であり、申告漏れの権利登録まで一括進行。2

4時間検知ソリューションが収集した立体的な証拠を利用して

体系的かつ効果的な法的対応可能。知的財産権（IP）分野で

の独歩的な経験とノウハウを活用し、模倣品をはじめとする

さまざまな権利侵害行為をリアルタイムで防御する。 

● サンプル例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAiKERZの資料から引用 













 

134 

【URL】 

https://cannverify.com/blockchain/ 

 

●Digimarc Corporation 

印刷技術（不可視・人判定可） 

【企業情報】 

● 企業概要 米国及び海外の商業及び政府顧客に自動認識ソリューションを提

供している。同社は、メディアオブジェクトにデジタルIDを提供

するデータキャリアであるDigimarcウォーターマーク、メディ

アのIDを認識しデコードするコンピューター機器及びネットワー

クインターフェース用のソフトウェアであるDigimarc Discove

r、メディアのID及び検出を検査及び検証するために使用するソ

フトウェアツール群であるDigimarc Verifyを提供している。同

社のソリューションは、物理的製品の製品認証、消費者向けパッ

ケージ商品のリサイクル過程での選別、サプライチェーン内での

製品の追跡、製造工程での品質管理、在庫管理及びプラノグラム

準拠、小売店頭での取引処理、デジタルメディアオブジェクトの

海賊版抑止、コンテンツ識別及びメディア管理、モバイルコマー

スのサポートにおける強化サービス等さまざまなアプリケーショ

ンソリューションで使用されている。 

● 所在地 8500 SW Creekside Pl Beaverton, Oregon, United States 

● 従業員数 295人 

● 前年度売上 3,000万USドル 

 

【サプライチェーン上のプロセスカテゴリー】 

新品の取引  

中古品の取引 

流通 通関 販売・対面 販売・EC 消費 

〇 〇 〇  〇  

 

【ECにおける使用範囲カテゴリー】 

ECで使用可能 

ECで使用不可 

出品者が真贋判定 消費者が真贋判定 ECサイト管理者が真贋判定 

（公開情報無し） 
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技術自体の外観の模倣可否  

判定結果の欺瞞可否  

 

【URL】 

https://www.cypheme.com/ 

 

●Prooftag （フランス） 

印刷技術（不可視・人判定可） 

【企業情報】 

● 企業概要 バンド保護や文書の認証・証明を目的としたセキュリティ及びト

レーサビリティ製品の開発者。バブルタグは、透明なポリマーで

気泡を形成し、製品や文書に付与されるIDの基礎となるもので、

各バブルタグはユニークで再現が不可能である。そのため、気泡

生成プロセスにおける人間の介入の可能性を排除し、ユーザーは

偽造や変造を防止することにより、あらゆる種類の文書や製品の

安全な追跡と真正性の証明を可能にする技術である。 

● 所在地 1100 Av. de l'Europe, 82000 Montauban, France 

● 設立年月日 2004年 

● 従業員数 25人 

 

【サプライチェーン上のプロセスカテゴリー】 

新品の取引  

中古品の取引 

流通 通関 販売・対面 販売・EC 消費 

〇 〇 〇  〇 〇 

 

【ECにおける使用範囲カテゴリー】 

ECで使用可能 

ECで使用不可 

出品者が真贋判定 消費者が真贋判定 ECサイト管理者が真贋判定 

（公開情報無し） 

 

【技術の対象となる製品カテゴリー】 
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判定結果の欺瞞可否 

 

【URL】 

https://www.scribos.com/solutions/security-seals 

 

4.3.3.中国 

●东莞市将为防伪科技有限公司（Dongguan Jiangwei Anti－Count
erfeiting Technology Co.,Ltd.） 

1次元・2次元コード  

【企業情報】 

● 企業概要 企画、研究開発、生産を統合した総合的な偽造防止技術企業。現

在、同社は深センと東莞に工場を設立し、専門的な技術、厳格な

管理システム、ハイエンドの印刷設備で世界にサービスを提供し

ている。同社は完全に独立した知的財産権、完全に独立した研究

開発、生産、販売システムを持っている。独自の偽造防止技術を

持ち、最新の情報技術と完全に組合せて、第3世代の偽造防止の

先例を作成した。 

● 所在地 东莞市松山湖松湖华科产业孵化园2栋407 

● 設立年月日 2012年10月9日 

● 資本金 500万元 

● 主な事業組織 偽造防止ラベル、二次元コード偽造防止ラベル、偽造防止商標、

偽造防止システム、密輸防止システム、トレーサビリティシステ

ム開発 

 

【サプライチェーン上のプロセスカテゴリー】 

新品の取引  

中古品の取引 

流通 通関 販売・対面 販売・EC 消費 

    〇  

 

【ECにおける使用範囲カテゴリー】 

ECで使用可能 ECで使用不可 
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がある。製品すべてに対して特

殊素材が必要になるため、製造

を続ける限り特殊素材の購入が

必要になる。 

導入までの期間  

判定の容易性 

判定者の予備知識の必要性 必要 

判定にかかる手間・時間 即時判断可能 

判定結果の信頼性の担保 

トレーサビリティ機能の有無  

技術自体の外観の模倣可否  

判定結果の欺瞞可否  

 

【URL】 

http://www.chinafangwei.cn/fangweijishu/duoguangpufangwei/ 

 

●北京兆信信息技术股份有限公司（PanPass Information Technolo
gy Co., Ltd of Beijing） 

1次元・2次元コード 

【企業情報】 

● 企業概要 北京、上海、広州、南京、済南、成都、武漢、海口にオペレー

ションセンターを設立。ワイン、食品及び飲料、化粧品、ペット

フード、エネルギー自動車部品、農業資材及び農業、3Cエレク

トロニクス、衣料品、靴及び帽子、工業製品、本の印刷、及び政

府機関等10以上の業界で5,000を超える顧客にサービスを提供し

てきた。 

● 所在地 北京市东城区航星科技园3号楼5层 

● 設立年月日 2002年11月15日 

● 資本金 7,072.5万元 

● 主な事業組織 偽造防止技術の開発、技術の普及、技術移転、技術コンサルティ

ング、技術サービス、コンピューターシステムサービス、データ

処理、基本ソフトウェアサービス、アプリケーションソフトウェ

アサービス、偽造防止用紙の委託処理、及び付属機器、電子製品 
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導入費用・運用費用  

導入までの期間  

判定の容易性 

判定者の予備知識の必要性  

判定にかかる手間・時間  

判定結果の信頼性の担保 

トレーサビリティ機能の有無  

技術自体の外観の模倣可否  

判定結果の欺瞞可否  

 

【URL】 

http://www.techsun.com.cn/ 

 

●深圳市正标防伪科技有限公司 

ブロックチェーン 

【企業情報】 

● 企業概要 偽造防止ラベル技術の研究開発と偽造防止パッケージの製造を専

門とし、同時に、物流情報管理監視ソリューションと製品の偽造

防止及び密輸防止ソリューションを大規模及び中規模の企業に提

供している。 

● 所在地 深圳市龙岗区横岗园山街道荷坳长江埔二路7号正标科技园4层 

● 設立年月日 2013年5月7日 

● 資本金 300万元 

● 主な事業組織 ソフトウェア製品、偽造防止ラベル、特殊印刷、紙加工 

 

【サプライチェーン上のプロセスカテゴリー】 

新品の取引  

中古品の取引 

流通 通関 販売・対面 販売・EC 消費 

〇 〇 〇  〇 〇 













 

169 

判定にかかる手間・時間 即時判定 

判定結果の信頼性の担保 

トレーサビリティ機能の有無 有 

技術自体の外観の模倣可否  

判定結果の欺瞞可否 不可 

 

【URL】 

http://www.zb88315.com/technology.php?id=4 

 

4.3.4.韓国 

●KOMSCO（韓国造幣公社）  

【企業情報】 

● 企業概要 貨幣や有価証券等国家的セキュリティ製品の安定的な製造・供給

任務を遂行させる目的で設立された。完璧な製品生産のためにセ

キュリティと公信力を最高の価値基準に設定し、公的なセキュリ

ティ製品生産のための紙製造、印刷及び貨幣に対する一括生産体

制の構築、特殊技術自体開発、セキュリティ維持のためのシステ

ム等により、事業を支障なく行っている。また、継続的に偽変造

防止技術を開発し真偽鑑定業務を遂行しており、1970年に輸出

を始めて以来優秀な技術力を基に全世界40か国以上に銀行券、

硬貨、製紙製品（銀行券用紙）、特殊インク、パスポート等を輸

出している。伝統的な印刷技術だけでなく各種の特殊物質を適用

した偽造防止技術によってブランド保護事業をリードしている。

また、中小企業との共生、協力により地域経済の活性化にも貢献

している。 

● 所在地 80－67 Gwahak－ro, Yuseong－gu, Daejeon 

● 設立年月日 1951年10月1日 

● 従業員数 1,486名（2022年） 

● 前年度売上 5,506億ウォン（2021年） 

● 主な事業組織 貨幣類の製造、有価証券の製造、銀行券及び有価証券に必要な紙

の製造及び輸出、押印製品（勲章、メダル）製造、カード製品

（発行運営システムを含む）製造、身分証明書の製造、偽変造鑑

別器及び認識機器の製造、文化財再現品等公共性を有する金属工

芸品の製造 
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ないと考えている可能性が高い。アンケートに回答することで技術や情報が流出する可能性があり、

デメリットが大きいと判断されたのかもしれない。 

 

加えて、模倣品対策の情報が出回ることにより、さらに精度の高い模倣品が出現することを

危惧する可能性や、国外に情報を提供することへの不安を感じている可能性もある。国境を超えた物

流が増えている中で、諸国家が一丸となって模倣品対策を講じていく必要性が高まっているが、国際

間協力の課題が明らかになった結果であった。 

 

4.3. 海外とISOの実務・標準化・技術の動向 

米国、欧州、中国、韓国及びISO（国際標準化機構）の海外企業・団体の標準化の動向につ

いて、以下の通り模倣品対策に知見を持つ団体や弁護士事務所へのヒアリング調査によって情報を収

集した。なお、ヒアリング調査結果には、各団体や弁護士事務所から提供された資料の内容も含んで

いる。 

  

【ヒアリング協力】 

米国 弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士・カリフォルニア州弁護士 

欧州 

フランス：Plasseraud IP 日本部長 弁理士 

スイス：Scantrust 

CTO and co－founder （最高技術責任者兼共同創業者） 

ドイツ：SCRIBOS GmbH - a KURZ company5  

Vice President Global Sales bei（グローバルセールス担当副社長） 

中国 IP FORWARDグループ総代表・CEO 弁護士 

韓国 
JETRO（日本貿易振興機構） ソウル 副所長 

FAIKERZ 副代表 

ISO（国際標準化機構） 
一般財団法人日本規格協会 

ISO/TC292/WG4の国内対応委員会 委員長 

 

 

4.3.1. 米国 

 

模倣品対策の実務について 

 
5
 「4.1. 模倣品対策技術の提供企業・団体」で技術の記載があるが、技術はデスクリサーチのみで国際動向につ

いてヒアリング調査にご協力いただいた。 
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米国における模倣品対策は、主な模倣品が中国から輸入されるという背景のため、CBP6（米

国国土安全保障省 税関・国境取締局）による水際対策が主となっている。しかし特別な機械は導入

されておらず、目視による真贋判定（QRコード・ホログラム・ICタグ・製造番号の有無を確認）が

基本となっている。 

 

米国における模倣品対策の効果を高めるためには、CBPによる水際対策の質を上げる必要が

あり、そのためには各企業の努力が不可欠となっている。具体的な協力内容として、真贋判定に必要

な情報を記載したマニュアル（真贋判定ガイド）の提出、判定方法についてのセミナーの開催等が挙

げられる。なお、セミナー開催地を模倣品の持込みが多発する経由地にする等、効果を高めるた

めの工夫がされている。CBPによる模倣品対策は成果が目に見えやすいため政府が力を入れている

ことや、各企業にとっても安価な登録料（190ドル7）ゆえに取組みやすい対策となっており、効果

的なシステムが構築されていると言える。 

 

米国における模倣品対策実務として、ITC（国際貿易委員会）により、明確に模倣品を製造

している会社に対して排除命令が行われている。公的機関の排除命令は企業の模倣品対策を後押しす

るものともなるため、官民連携での取組みが進んでいると言える。模倣品を扱うECサイトへ申立て

や訴訟を行う場合もあるが、実際には訴訟にかかる時間や費用を懸念して断念することが多いのが現

状である。 

 

米国における模倣品対策としてさらに、国内で生産される製品についてはメーカーやサプラ

イヤーを選ぶ際に信頼できる企業を選ぶこと、模倣品を扱うと契約解除できる旨の契約をすること、

サンプル検査をすること、また部品のバーコードや製造番号を記載すること等が挙げられる。 

 

米国内の模倣品対策の標準化について 

標準化については、独占禁止法への対応も考えなければならず推進が難しいのが現状であ

る。模倣品の取締りが「競争者を不当に排除している」と見られる恐れがあるため、注意が必要とな

る。 

 

標準化については、企業間で技術の共有がされないという問題もある。ある企業が真贋判定

技術を開発した場合、その技術自体もブランド価値に含まれるため、他の企業に共有される可能性が

低くなる。結果的に国全体としての模倣品対策技術の向上が阻まれ、各企業にとっても技術開発のコ

ストが高くなるため、結果的に国全体の模倣品対策の標準化が難しくなる。 

 

標準化を進めるにあたり、英語が読めない消費者（例：スペイン語圏出身者）のために、真

贋判定に関する情報を英語と他言語の両方で書く必要性についても議論されている。さらに、ブラン

ド品の模倣品と知りつつ購入してしまう低所得者層も多いため、消費者啓発の必要性が高まってい

る。 

 

模倣品対策の技術の動向について 

技術動向において、ヒアリング先の弁護士の見解によると、修理工場等で高額な自動車部品

の真贋判定を行う場合には、目視よりも高度な技術が使われている。また、ゴルフクラブやブランド

 
6
 "米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP)." https://jp.usembassy.gov/ja/customs-and-border-prot

ection-ja/。アクセス日:2023年2月7日 
7
 "技術・工業および知的財産権供与に関わる制度 | 米国 － ジェトロ." https://www.jetro.go.jp/world/n_a

merica/us/invest_08.html。アクセス日:2023年2月7日 
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品のバック・衣料品等は、消費者がQRコードを読み込み、製品情報をトレースするという方法を

使っている。ヒアリング先の弁護士の見解によるとゴルフ用品に模倣品が多い。企業の中には、ウェ

ブサイトで模倣品との見分け方（製造番号の記載方法やホログラム等）を公開しているところもある

が、消費者が実践しているかどうかは不明である。 

 

技術動向において国全体として、模倣品業者に容易に模倣されない複雑で難しい技術を安価

で開発すること、模倣品業者のインセンティブを阻害することを目標としている。 

 

国としての模倣品対策まとめ 

米国の模倣品対策はCBPによる対策が主なものであるが、官民一体で進めているため効果的

である。官民一体で取り組むためのシステムの一つとして、電子登録申請費が安価に設定されてい

る。国として訴訟が多いため、規格の標準化や模倣品の取締りが難しいのも現状である。 

 

4.3.2. 欧州 

 

欧州の模倣品対策について（水際対策や費用） 

模倣品対策の全体戦略においては、模倣品のできる限り上流で対策することを重視している

ため、販売・卸売の現場やその上流である税関や港等での取締り、また中国等の模倣品の出どころを

押さえること、さらには製造拠点である工場や材料がある倉庫を特定し取締ることを目指している。

模倣品に関しての情報を押さえたうえで工場を取締る、という方法が効果的である。現在利用されて

いる技術はホログラム、QRコード、RFIDの3つであり、それ以外はほぼ使われていない。コストも

効果も十分な理想的なデバイスの出現は期待されるところではあるが、現状では、特殊な道具が必要

な模倣品対策技術は導入コストが高くなるため、利用に至らない。 

 

模倣品対策においては、流入を防ぐために税関申請を戦略的に行うことが大切である。欧州

において税関申請の費用は安く（公的費用は無料）効果も高いため、模倣品対策として第一にすすめ

る方法である。8 

 

模倣品対策においては、欧州ではメーカー自体がとても積極的であり、企業自らが費用や時

間をかけて対策を行うケースが多い。さらに政府機関や特定の団体を利用して対策を行う企業も多

い。事務所としては基本的に権利者からの依頼により模倣品対策を行う（主要顧客は欧州企業）が、

日本政府を含む公的機関、公益団体からの依頼により動くこともある。模倣品対策の実務の中でも、

真贋判定のための情報伝達が大切だと考えており、税関トレーニング等を行い、模倣品にありがちな

パッケージや経路を伝える等のサービスをいっている。 

 

ヒアリング先の弁理士の見解によると、インターネットの模倣品対策においては、ECサイト

で協力企業とともにAIを活用しながら模倣品の検出・テイクダウン・法的措置を行っている。検出の

際には価格が非常に安いもの、販売数や在庫量が多いものに注目している。さらに特定のブランドの

検出を行うための特殊ツールを使い、専門家がそれをチェックすることで精度の高い検出を行ってい

る。特殊ツールの利用も費用が安価なためおすすめである。 

 

 
8
 参考情報として、ヒアリング協力先事務所での申請援助費用は、EU27カ国向けの申請で2,500ユーロほどであ

る。 
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国際動向や今後の動向について 

現在の動向として、何百もの偽造防止技術があるが、実際に使われているのはホログラム、

QRコード、RFIDくらいである。他のものはコスト面で導入や維持が難しく、10年以上使用される技

術はほぼないと言える。その点QRコードは長年活用されており、ネクタイ（例：アルマーニ）の裏

側等に付いていることもあるため、消費者自らが本物を見分ける証ともなっている。 

重要な点として、模倣品対策技術は単独で使われることはなく、流通技術と一緒に使うことが一般的

である。そのためRFID等とともに使うならば役立つものとなり、さらには法廷での証拠としても使

用できる。 

 

現在の動向として、自動車製品においてはコンパチブル品が売られており、法的にも許容さ

れている。正規品ではないと識別はされているものの、消費者が選択して購入しているため、正規

ディーラーにとっては問題となっている。欧州では税関申請のフォーマットが統一されている。申請

の際に、すべての国に対してか、主要国のみに対してか、又は特定の国に対してかを選ぶことができ

る。当該権利がある国だけ申請できるため、すべての国に対しての申請を行うケースは少ない。どの

国への申請が可能かつ効果的かを見極める必要がある。 

 

今後の動向として、注目しているのが貨物列車での模倣品の流入である。貨物列車を介して

中国からロシアへ、そしてヨーロッパへと模倣品が流れてくる複数のラインがあるため警戒してい

る。そして貨物列車から積み替えたトラックの取締りも重要である。模倣品の流入が多いポーランド

に税関対策を呼びかけているところである。 

 

【ここまでは弁理士からのヒアリング内容、以下は2つの企業からのヒアリング内容である】 

 

模倣品対策の実務について 

模倣品対策実務について、ヒアリング協力企業の見解によると、医薬品においての模倣品対

策には非常に安価な技術が用いられており、非処方薬に関しても同様の技術が用いられている。自動

車業界の場合は、現物を確認する方式での模倣品対策技術を使っている。自動車の部品に関しては、

ホログラム等の簡単に見分けられる技術を使っている。 

 

欧州内の模倣品対策の標準化について 

標準化について、ヒアリング協力企業の見解によると欧州内ではあまり進んでいない。恐ら

く医薬品業界ではある種の標準化がされていると思うが、それもロビー団体や企業団体主導であり、

政府主導ではない（自動車業界も同様）。他と比べて医薬品の標準化が進んでいる要因の一つとして、

直接命に関係するゆえに模倣品を断固排除するべきであるという機運が醸成されやすいことが予想で

きる。 

 

標準化に関係する取組みの一つに「サステナブル・プロダクツ・イニシアチブ（Sustainable 

Products Initiative）以下、SPI」がある。これは欧州で掲げられている「欧州グリーンディール」

という環境目標におけるイニシアチブの一つであり、持続可能な生産を行うための、各業界に対する

製品生産時の規制の変更を指している。設計方法、リサイクル方法等さまざまな規制があるため、標

準化につながるかもしれない。 

 

 

模倣品対策の技術の動向について 

現在主流となっているのはQRコードによる認証である。世界中で、特にコロナ状況下におい

てこの技術が広く使われるようになったのを観察している。 
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最近の動向として、SPIのパッケージの中にデジタルパスポートと呼ばれるものがあり、それ

によって、すべての製品に、修理方法や廃棄方法の指示、原産地に関する情報、生産に使用される希

少鉱物等の要件といった情報を持たせることができる。既に使用されている業界もある。またQR

コードを用いたEラベルも多く使用（特にワインとスピリッツ）されている。多くの情報をコンパク

トにまとめることができ、模倣品対策にもつながる。 

 

トレンドとしては、消費者参加型の認証作業があり、多くのブランドが実施を希望している。

その理由としては、企業が消費者とコミュニケーションを取りながら多くのデータを取得できるので、

模倣品対策プログラムのコストを正当化するとともに、効果的な模倣品対策を行うことができるため

である。 

 

また、業界の取組み、規制や消費者の需要等の変化により、新しい模倣品対策技術の導入ス

ピードを加速させているブランドが増えてきている。しかしその一方で模倣品の問題に気付いていな

い、あるいは費用面等で難しさを抱えるために模倣品対策を講じられていない企業もある。 

 

欧州としての模倣品対策まとめ 

業界ごとに速度が違うものの、全体として模倣品対策に積極的に取り組んでいる。主流と

なっているのはQRコード等従来の技術であるものの、消費者参加型の認証等、新たな技術を取り入

れるブランドも多い。一方で費用面から新しい技術を取り入れることをためらう企業があることや標

準化がなかなか進んでいないこと等の問題点もある。 

 

4.3.3. 中国 

 

模倣品対策の実務について 

中国における模倣品対策は権利者の行動にかかっている部分が多い。その背景には、知的財

産侵害は親告罪であり、基本的には当局が動くものではない（例外として銃器や麻薬は当局が動く場

合がある）という考え方がある。2020年以降には知的財産の権利者が動きたいときに動ける仕組み

ができたこともあり、知財法の実施が広がっている。 

 

中国における模倣品対策として、JETROや個人事務所が当局に向けてセミナー（真贋判定説

明会）を開催し真贋判定のポイント（見分け方）をレクチャーする場合もある。また当局へビュー

アーを配布することを希望する権利者が多いため、当局にはすべてのビューアーがあると推測される。 

 

中国内で権利登録が行われている製品の模倣品を発見した場合には、探偵により偽造業者の

素性を確かめ、模倣品に関する証拠を収集する（オフライン模倣対策）。あるいは、商品の試し買い

をして真贋判定をする。模倣品と確定した場合、当局へ申立てて権利行使（摘発）を行う。権利者か

ら真贋判定のポイントを聞いたうえで、自動クローリング技術を用いたAI（人工知能）による自動識

別と人間のダブルチェックによる検出（オンライン模倣対策）も行っている。 

 

中国内の模倣品対策の標準化について  

中国内の基準については、国家標準が48項目ある（推奨基準が47項目と、紙幣に関する強制

基準が1項目）。ISO等の世界標準よりも、中国内で独自に行う標準化に重きを置いている。中国に
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おける模倣品対策の標準化への取組みとして、IIPPF（国際知的財産保護フォーラム）9に参加し、模

倣品等知的財産権侵害問題の解決のために日本を含め国内外で連携して取り組んでいる。また、JET

ROが中心となったIPG（海外における日系企業情報交換グループ）10の活動に加わり中国における知

財問題解決にも取り組んでいる。 

 

海外技術の登録制度の廃止について 

以前、日本等海外の模倣品対策技術を中国に導入するにあたっては、「製品の偽造防止監督

管理弁法実施細則」11に定められていた「第二十六条 国外企業の研究開発、生産の偽造防止技術又

は偽造防止技術製品を国内で普及する場合、全国偽防弁へ偽造防止登記登録を実施してから、初めて

使用できる。」により、登録が必要であった。しかし、この登録制度は、3年前に廃止にされ、現在

に至るまで廃止のままであることを、このヒアリングにあたり電話で当局に確認した。そこで今は海

外技術の導入についての壁はなくなったと言える。ただし、突然この制度が復活するという可能性は

否めないところである。 

 

模倣品対策の技術の動向について 

中国における最近の動向として、消費者が電話番号を入力するとSMSで真贋判定ができると

いうシステムがある。またSNS（WeChat）でのQRコードの読み込みによる真贋判定を行う消費者

も多い。しかし手軽に利用できる技術ゆえに模倣も簡単であるという難点がある。 

中国における模倣品対策技術について考えると、模倣品対策技術の決め手となるものが存在していな

いのが現状である。技術面で優れているもののコストが高く企業にとって導入が難しいもの、コスト

が安いものの模倣が簡単なもの等、企業にとって導入しやすい技術が少ない。価格の合理性を追求し

た開発が課題となっている。導入にあたり、特許取得は望ましいことであるが、同時に他社の特許侵

害をしないように十分な調査をする必要がある。 

 

国としての模倣品対策まとめ 

中国は長年模倣品問題を抱えていた過去があるため、消費者自らが積極的に模倣品を見分け

る技術を活用している。使いやすい技術ゆえに利用者も多いが、その分模倣される可能性も高いため、

注意が必要である。模倣品対策としては、当局が動くよりも権利者発信で対策が講じられることが多

い。権利者の要望により、当局へセミナー開催やビューアー配布を行っている。 

中国国内での独自の基準標準化に重きが置かれているものの、中国は模倣品など知的財産権侵害問題

の解決のために日本を含め国内外で連携して取り組んでいる。 

 

現在中国は知財大国へ変化しており、BYDの電気自動車に代表されるように、正規品として

中国製品が選ばれる時代になってきている。今後中国は模倣品対策技術についても高い技術を開発す

る可能性があると言える。 

 

 

 
9
 "国際知的財産保護フォーラム（IIPPF） － ジェトロ." https://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/。アクセス

日: 2023年2月6日 
10

 "海外における日系企業情報交換グループ（IPG） － 知的財産権保護." https://www.jetro.go.jp/theme/ip

/ipg.html。アクセス日: 2023年2月6日 
11 "製品の偽造防止監督管理弁法実施細則 - ジェトロ. 2003年8月7日、 https://www.jetro.go.jp/ext_imag

es/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20030807.pdf。アクセス日：2023年2月6日 
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4.3.4. 韓国 

 

模倣品対策の実務について 

模倣品については、中国等国外で製造、輸入される模倣品がECサイトで取引されているた

め、韓国でも模倣品対策が困難になっている。 

 

模倣品対策の実務については、韓国政府に自国の知的財産をしっかり守っていこうという意

識が強いため、政府が積極的に取り組んでいる。韓国では、模倣品取締り機関として主に6つの組織

が実務に携わっている。海外からの模倣品に対して重要な水際対策を行う全国税関と関税庁関連団体

である（社）貿易関連知識財産権保護協会（TIPA）、主に国内での模倣品取締りを行う特許庁特別

司法警察と特許庁関連団体である韓国知識保護院（KOIPA）、文化体育観光部（日本の文部科学省に

相当）特別司法警察と文化体育観光部関連団体である韓国著作権保護院（KCOPA）の計6機関であ

る。特許庁や文化体育観光部、場所によっては自治体に特司警と呼ばれる警察が置かれ、模倣品捜査

や取締りを行えるという点が韓国の特徴の一つである。また、KOIPAでは模倣品取締りを目的とした

国内・海外オンラインモニタリングが行われている。特許庁は、2019年から2022年4月までの期間

に、オンライン模倣品在宅モニタリング団がインターネット上に掲示された約45万件の模倣品を摘発

し、消費者被害を推定3兆9,000億ウォン程度防ぐことができたと発表している。12（ヒアリング先

の説明によると、韓国では情報収集のことをクローリング、収集した情報を分析するところまでを含

む作業をモニタリングと呼ぶ。） 

 

ECサイト運営者も、そのほとんどがオンラインモニタリングを行っている。各サイト内には

消費者又は権利者が模倣品申告を簡便に行える受付フォームを設けて、模倣品に迅速に対応してい

る。 

 

目視やスマートフォンアプリ使用によって真贋判定が可能な2次元コード、タグ、ホログラム

等の製造のためにも努力が傾けられ、幅広い製品群に対応できる技術の開発と導入が進められてい

る。 

 

韓国内の模倣品対策の標準化について 

 ヒアリング先の見解によると、韓国内の模倣品対策の標準化は、企業や製品ごとに必要とさ

れる模倣品対策技術が異なるため難しく、標準化するための目立った動きは見られない。むしろ、模

倣品対策市場の需要をビジネスチャンスと捉えて、技術提供元の企業が国内外で自社の技術を積極的

に売込むような動向が見受けられる。 

 

模倣品対策の技術の動向について 

模倣品対策の技術の動向としては、先述した通り、官民ともにオンラインモニタリングに力

を入れている。近年はAIを活用したモニタリング技術への関心が高まっている。ヒアリング先の企業

によると、モニタリングにAIを活用すれば、手作業ではないので24時間対応できるようになり、コ

ストパフォーマンスも上がるとのことである。技術導入後3か月で流通する模倣品の平均90％を除去

し、オンライン売上が10～40％上がった等の具体的な成果も挙げられている。KOIPAは2022年に新

たな試みとして、韓国企業がKOIPAの偽造商品流通遮断支援専門機関プールに登録されている5社の

 
12

 "特許庁、オンライン偽造商品モニタリング団取締まり実績発表 － 大韓民国政策ブリーフィング." https://w

ww.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156512939。 

アクセス日：2023年2月8日 
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中から1社を指定し、その専門機関のサービス利用料金の一部に対して期間限定で支援を受けられる

という事業を実施した。現在KOIPAに登録されている専門機関のうち、少なくとも3社はAIを活用し

たモニタリングサービスを提供していることを公表している。AIを活用したモニタリング技術に対し

て、KOIPAも大きな関心を寄せていることがうかがい知れる。 

 

ほかにもさまざまな企業が正規品認証技術を開発しているが、特に韓国造幣公社は高い技術

力によってブランド保護事業をリードしている。造幣公社は、目視での真贋判定と企業別の流通追跡

を同時に可能にするラベルを含めて多様な製品や技術を提供しており、さまざまな製品群にその技術

が活用されている。ほかにも、磁石で真贋判定できるナノ素材を適用したラベル、パッケージングの

ような、迅速かつ能動的な応答性を持つセキュリティソリューションが注目されている。費用対効果

を考慮し、中小企業も導入できるよう、技術を低価格で提供することが求められている。 

 

 

国としての模倣品対策のまとめ 

韓国政府は、自国の企業の権益を守ろうとする意識が高く、模倣品対策を主導している。官

民ともに新しい模倣品対策技術の開発や導入に対して意欲的である。より効果的な模倣品対策があれ

ば積極的に取り入れてみようという姿勢が功を奏しているように観察される。 

 

 

 

 

4.3.5. ISO（国際標準化機構） 

 

ISOとは 

スイスのジュネーブに本部を置く民間機関「International Organization for Standardizati

on（国際標準化機構）」の略称である。国際的な取引をスムーズにするために、製品の品質や安全

性、機能性についての国際的な基準を定める機関であり、その基準は「ISO規格」と呼ばれている。

また製品だけでなく、組織のマネジメントシステム（品質活動や環境活動を管理する仕組み）につい

ての規格制定も行っている。 

 

ISOの中のTS292とWG4の位置関係 

 ISO/TC292は、社会の安全及びレジリエンスを強化することを目的としてセキュリティ分野

の標準化を行う専門委員会であり、2015年に設置された。ISO/TC29213の下に10の作業グループが

設置されており、そのうちの一つが「WG4（模倣品対策）」である（以下の図1を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

      W1
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ISOの規格の制定過程 

ISOメンバーにより規格が提出され、TC292メンバーの投票による承認で規格開発となる。

WGにおいて作業文書（WD）が作成され、委員会原案（CD）用の原案がまとめられる。ISOにより

最終国際規格原案（FDIS）として進めるかが検討される。最終的にISOメンバーによる投票が行わ

れ、規格発行が検討される。規格開発期間は18か月、24か月、36か月であり、期間を過ぎるとプロ

ジェクトはキャンセルされる。ただし1回のみ延長（9か月）ができる（以下の図2を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模倣品対策の意義 

日本は技術立国であるにもかかわらず、海外と比べると模倣品被害発生の予防に関して有効

な対策が取れていない企業もあり、国として「ビジネスの空洞化」等大きな損失を被ることが予想さ

れる。またEコマースの拡大等の影響により模倣品が増えたため、消費者の安心のためにも国が認め

た第三者認証・認定機関による認定が緊急に必要となった。 

 

 

ISO/TC292/WG4における規格作成 

各国から年間3つほど提案される規格について、米国や日本が主導して認証を行っている。ま

た、セキュリティのクラウドバージョンの規格、個々の文書やデータ等の運用面の規格等も作成して

いる。さらに、現在はブロックチェーンをテーマとして、政府の支援を受けながら2022～2025年の

実証実験に向けて動いている。 

 

現在、ISO/TC292/WG4における規格開発状況は以下の図3の通りである。なお、図3に掲載

されている規格のうち、日本から提案又は日本がプロジェクトリーダーとして検討されている規格に

ついては青色で色付けをしている。 

規格番号 タイトル 
現在のス

テータス 
備考 

図2:ISOにおける国際規格作成手順 出典：一般財団法人日本規格協会資料「ISOについ

て」 
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する組織）とブラックリスト（模倣品を提供する組織）を作成するための枠組みを提供

する。 

3 ISO 22387 

セキュリティ及びレジリエンスー製品及び文書の真正性、完全性及び信頼性ー人工物メ

トリクスを利用する際の妥当性確認手順 

人工物メトリクスとは個々の物体に固有の特徴を計測することを指し、また、それによ

り物体を照合又は識別する技術も含む。個人を照合又は識別するバイオメトリクスの物

体版に対応する。人工物メトリクスには「偽造困難な物体の特徴を利用可能」「物体固

有の特徴を用いるので識別マーク等の付与が不要」等の大きなメリットがある。「偽造

の困難性」を活用した「純正品の証明、模倣品の検出/流通抑止」といった利用や、「識

別マークが不要であること」を活用した「部品レベルのトレーサビリティ確保」のよう

に、今後広範な利用が期待される。一方でこの技術は物体固有の特徴を利用するため

に、その対象物固有の特徴がパフォーマンス（照合/識別精度）に影響する。通常、対象

物に対するパフォーマンス等が妥当であることを事前に確認してから導入される。 

4 ISO 22388 

文書のセキュリティとその対応手段のための指針 

文書の偽造模倣を防止するためのセキュリティの考え方 

（公開情報無し） 

図4：ISO/TC292/WG4における日本が関与している規格 

 

 

 

今後の動向 

日本では、農林水産省が放射能汚染問題の対策の一環として農産物をトレースするためにIS

Oの規格を導入した。元は工業製品のための規格だったが、農産物に使われるという予想外の使用方

法である。半導体に関しては、ラベルをリーダーで読む形での1分ほどでの真贋判定（認証機関で1点

1点判定できる）が行われている（ホワイトリスト化されている）。欧州や米国では既に自動車部品

の真贋判定のために実施されている。標準化のみでは不十分なため、経済産業省の国際規格等の費用

支援を受けてスマートブリッド、自動車、医療機器、航空機について真贋認証を2012年4月に開始し

た。 

 

欧州では、印紙の偽物（脱税）をなくすためにタックススタンプの規格が作られた（ISO22

382）。さらに模倣品対策のためにリスクマネジメントが階層別に規格化されている。また従業員に

よる飲料や医薬品への毒物混入が多いため、コンソーシアムの立ち上げと枠組みの作成が行われた。

さらに、それを世界規格にしようとしている。最近では欧州内で電気自動車やバッテリーについて枠

組みを作る動きがある。同様に中国ではCCC認証が推進されており、各国で自国の枠組みを作る動き

が進んでいる。しかし枠組み（ISO規格）を作った国が枠組みに合わない国を排除しビジネスの優先

権を持つ、という問題が起こり得るため、ISOで世界基準としていくことが大切である。 

 

規格や法の制定に関しては、2023年にドイツがサプライチェーンの規格を、2025年には欧

州がサイバーセキュリティレジデンス法を作る予定がある。日本としては、自国製品（半導体、電気

自動車の車載電池等）の販売にかかわる法律であるため、ISO規格を各国の法律に埋め込んでもらう

よう働きかけることにより、日本の考え方を入れ込み、海外で認定作業が不要となるよう動いてい

る。 
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現在ISOの模倣品対策に向けた取組みのために半導体関係、医療・医薬品、インターネット

関係、食料品（米国に輸出）、印刷関係（ドキュメント）等全産業から50名以上が参加しており、オ

ブザーバーも大勢参加している。今後もセミナー等によって啓もう活動を行っていく。 

 

模倣品対策への各業界の取組み 

各業界の取組みとして、サプライチェーンにおいてはBtoBへの貢献を議論しており、模倣品

をゼロにすることを目指している。従業員による模倣、クローンへの対策が重要である。電子証明等

を使いながら従業員を管理し、改ざんを防止していくための具体策が求められている。特にブロック

チェーンについては、改ざんできないブロックチェーンの開発をインターネット協会に依頼してい

る。将来的には国際標準となることを目指している。SEMIでもブロックチェーンについて議論され

ている。 

 

各国の取組みとして、世界的にテロが多様化（民需物への毒物混入、物流に対するテロ行為

等）しているため、アメリカやヨーロッパは国主導で模倣品対策に動いている。日本は現在民間主導

のため、国主導での対策が必要となっている。 

 

 

 

 

  



 

199 

5. ECサイト管理者とECサイト利用者の模倣品対

策動向 

 

5.1. ECサイト管理者へのアンケート調査 

国内と海外のECサイト管理者（フリマサイト・オークションサイトを含む）を各30者以上選

定し、メール（不可の場合は郵送又は電話）による模倣品対策の動向に関するアンケート調査を実施

した。アンケートの内容は国内と海外について同じで設問数は7問である。 

5.1.1. アンケート調査結果の集計 

国内についてはアンケートを送付した32サイトのうち、有効回答は8サイト、回答できない

との回答は8サイトであった。海外についてはアンケートを送付した31サイト（韓国語：3サイト、

中国語：9サイト、英語：19サイト）のうち、有効回答は1サイト、回答できないとの回答は5サイト

であった。そこで国内と海外の有効回答について以下のように集計した。ただし、各設問の割合につ

いては、四捨五入による計算の丸め誤差のため、合計が100％にならない場合がある。なお、有効回

答数が十分に得られなかった理由は、「5.1.2アンケート調査結果の所見」で説明する。 
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る。そして、可能な場合には出品者に「公式」マーク等を付けることにより、その出品者についての

安心を消費者に提供している。 

 

さらに他の模倣品対策としては、ECサイト管理者が権利者団体やブランド製造会社へ外部委

託し、ECサイト上で販売されている商品や返品された商品が、模倣品ではないことを確認する方法

が取られている。これは、ECサイトそのもので取扱われる商品が膨大な数であるため、いわゆるサ

ンプル検査のようなものと言える。 

 

アンケート回答の中で特に興味深い模倣品対策として、ディープラーニングやFDS（Fraud 

Detection System）等AI（人工知能）を使った高度なシステムが挙げられる。時代の流れに敏感

で、高度なシステム技術を持つECサイト管理者にふさわしい対策であり、これから伸びていくと思

われる対策方法である。 

 

以上のように、ECサイト管理者側も、模倣品対策としてさまざまなアプローチを取っている

ことが見受けられる。しかし、設問3の回答からもわかるように、消費者が購入した商品が手元に届

いて初めて、模倣品だと判明することがある。現状の対策だけでは、こうした状況を変えることは難

しいと考えられる。そこで、消費者とECサイト管理者の双方が安心して取引できるECサイトを実現

するために、ECサイト管理者側がより有効な模倣品対策を採用することが重要である。一方で、消

費者自身が利用できる模倣品対策も実装し、消費者が商品を購入する前に、自分で真贋判定を行える

ようにすることが望ましい。これが一般的になれば、意図せずに模倣品を購入するという事態を回避

できるからである。こうした対策を実現するためには、消費者側の模倣品への意識を高めることも大

切である。 
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このスクリーニング調査において、Q1で「1. よく利用する」「2. たまに利用する」いずれ

かを選択し、かつ、Q2で「1. ショッピングモール型をよく利用する」「2. ショッピングモール型を

たまに利用する」いずれかを選択し、かつ、Q3で「1. ほぼ毎日」「2. 1週間に1回程度」「3. 1か月

に1回程度」いずれかを選択したのは1,141名であった。以下の通り、【図2】で各設問の該当回答者

は青色又は水色で色付けしている。 

 

【図2】Q1、Q2、Q3の回答者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、ECサイト利用者としてその1,141名に向けてアンケート調査を実施し、【図3】の

通り合計120名の回答を得ることができた。なお、ECサイト利用者として20歳未満の回答者がほと

んど含まれていない理由については「5.2.2アンケート調査結果の所見」で後述する。以下にアン

ケートの内容と集計を記載している。 
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【図5】Q2（フリマサイト又はオークションサイトについての利用有無）とQ5のクロス集計 

Q2 製品の購入や出品のために国内のEC

サイトのうち、フリマサイトやオーク

ションサイト（例：メルカリ、ヤフオ

ク！等）を利用することがありますか。 

Q5 模倣品対策技術が使用されている商品を購入したことがあります

か。 

全体 ある ない わからない 

全体 

120 16 48 56 

100％ 13％ 40％ 47％ 

全体 

利用する 

68 16 24 28 

100％ 24％ 35％ 41％ 

利用しない 

52 0 24 28 

100％ 0％ 46％ 54％ 

 

 

この結果では、ECサイトをフリーマーケットやオークション等の目的で利用するかどうかに

かかわらず、「ない」、又は「わからない」と言う回答が同程度となっている。こうした回答数と

なっている理由は、オークション等ではなくショッピング利用を念頭に置いて回答したためと思われ

るが、断定はできない。フリマサイトやオークションサイトの利用者のうち、約40パーセントが

「わからない」と回答している。こうした個人間の売買を含むECサイト上で、模倣品かどうかの区

別が付かない製品がやり取りされている実情がうかがえる。このグラフは以下に示す。 
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【図6】Q3（海外のECサイトについての利用有無）とQ5のクロス集計 

Q3 製品の購入や出品のために海外のECサイト（例：天猫、

ebay等）を利用することがありますか。 

Q5 模倣品対策技術が使用されている商品を購入

したことがありますか。 

全体 ある ない わからない 
 

全体 
120 16 48 56  

100％ 13％ 40％ 47％  

全体 

利用する 

23 13 6 4  

100％ 57％ 26％ 17％  

利用しない 

97 3 42 52  

100％ 3％ 43％ 54％  

この結果では、海外のECサイトを利用したことのある利用者のうち半数以上が、模倣品対策

技術を使用した商品を購入したことがある。これらの利用者は模倣品対策技術に対して高い意識を

持っており、そうした技術を積極的に活用して安心感のある取引を心がけていることがわかる。この

グラフは以下に示す。 
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以下は模倣品対策技術や真贋判定に関するQ5、Q6、Q8の各回答と年齢をクロス集計し、各

結果についてコメントしたものである。 

 

【図7】Q5と年齢のクロス集計 

Q5 模倣品対策技術が使用されている商

品を購入したことがありますか。 
全体 

年齢 

15歳未

満 

15歳～

19歳 

20歳～

29歳 

30歳～

39歳 

40歳～

49歳 

50歳～

59歳 

60歳以

上 

全体 

120 0 1 9 17 36 32 25 

100％ 0％ 
1％未

満 
8％ 14％ 30％ 27％ 21％ 

全体 

ある 

16 0 1 3 6 5 0 1 

100％ 0％ 6％ 19％ 38％ 31％ 0％ 6％ 

ない 

48 0 0 1 4 16 16 11 

100％ 0％ 0％ 2％ 8％ 33％ 33％ 23％ 

わからない 56 0 0 5 7 15 16 13 
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5.2.2. アンケート調査結果の所見 

スクリーニング調査に回答した2,404名のうち、オンラインショップを1か月に1回以上、そ

してショッピングモール型オンラインショップを多く利用する回答者は1,141名だった。これは全回

答者の約47％という半数近くが自社ブランドのみを扱うオンラインショップではなく、多種多様な

製品を扱うショッピングモール型オンラインショップを日常的に利用していることを示している。 

 

しかし、【図3】の通り、ECサイト利用者として20歳未満の回答者はほとんど含まれていな

い。理由としては2022年4月の民法改正前の成人年齢は20歳であったこと、またECサイトでは未成

年者が商品を購入する場合、トラブルを避けるため保護者の同意が必要とされるケースが多いことや

商品代金の支払方法としてクレジットカード決済が多いことが考えられる。例えば、多くのカード会

社では、クレジットカードの申込みについて、「高校生を除く18歳以上」と定めているが、民法改

正前は18歳以上であっても20歳未満であれば、クレジットカード作成に保護者の同意が必要であっ

た14。そこで、改正から1年未満の現時点において20歳未満のECサイト利用者は少ないと推察でき

る。このようにECサイトの利用は手軽ではあるが、店舗では存在しない（アルコール類等の販売の

場合は除く）年齢制限のフィルターが存在していることから、日常的な利用が始まる前の年齢（学生

が多く含まれる）の潜在的利用者に対し、模倣品対策に関する教育を集中的に行うことで、模倣品被

害を予防できると言える。 

 

【図4】から【図9】の各コメントで述べたように、全回答の半数近くがECサイトで購入した

商品に模倣品対策技術が使用されているのがわからなかったと回答している。この結果は、Q4で、1

3個の模倣品対策技術について知っているか否かの回答を求めたところ、半数を超える65名が「この

ような技術があることを知らない」を選択したことと一致する。つまり、ほとんどのECサイト利用

者が模倣品対策技術についての情報を得られていない又は意識していない。一方で残りの55名は複

数の技術を知っており、13個すべての技術を網羅して選択されていた。このように模倣品対策技術

について情報を意識して取り入れているECサイト利用者は一つだけでなく複数の技術について情報

を持っていることがわかる。その背景として考えられることは、ECサイト利用者が、国内のECサイ

ト又はフリマサイトやオークションサイトでは模倣品が流通していないとの安心感を持っている半

面、海外のECサイトでは模倣品が流通する可能性を意識していることが挙げられる。この推測を裏

付けるのが、【図6】で海外のECサイト利用者の半数以上が「模倣品対策技術が使用されている商品

を購入したことがある」と回答したことである。 

 

 【図7】と【図8】からわかるように、Q5「 模倣品対策技術が使用されている商品を購入し

たことがある」とQ6「自身で模倣品対策技術を使って真贋判定を利用したことがある」と回答した

年齢は20歳代、30歳代、40歳代に集まっている。この結果は、ECサイト利用者が真贋判定をする場

合、QRコードの読み込みやアプリのダウンロード等スマートフォン操作を多く必要とすることが関

係していると考えられる。すなわち、スマートフォンを持っていたり、十分に機能を使いこなせたり

する割合が比較的高い年齢層のECサイト利用者が、模倣品対策技術が使用されている商品を購入

し、真贋判定をしている傾向があると推察される。 

 

 Q8では、ECサイト利用者の模倣品対策に対する興味や意識を知るため、「革新的な模倣品

対策技術が備えられたECサイト」を利用したいと思う条件について回答を求めた。すると、【図9】

にあるように、どの年齢においても「手間が変わらない」や「料金が変わらない」という条件であれ

 
14

 "18歳未満は親の同意無しでクレジットカードを作れる？学生・若者 ...." https://www.smbc-card.com/n

yukai/magazine/recommend/Underage-parent-consent.jsp。アクセス日：2023年2月7日 
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ば利用したいという回答がほとんどであった。このように、ほとんどのECサイト利用者は、模倣品

対策に興味はあるが、高い料金や複雑な手間をかけてまで模倣品対策をする必要性を感じていない。

一方で、模倣品の流通抑制・撲滅といった社会貢献に対する意識を持っているECサイト利用者も見

受けられる。 

 

本アンケート調査によって、ほとんどのECサイト利用者は、模倣品対策の必要性を感じてお

らず、模倣品対策技術についての知識がなかったり、料金や手間が多くかかるのではないかという先

入観があったりすると考えられる。そこで、ECサイト利用者と管理者の双方が安心して取引できるE

Cサイトを実現するために、利用者に対して模倣品対策技術に関する情報や利用しやすい技術が提供

される機会を増やすことは大切である。 
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6. 総括 

 

本調査では、日本国内及び諸外国における模倣品対策技術の動向及び標準化の動向を調査し

てきた。結果として明らかになったことは、模倣品対策の必要性は高まっており、それに応じるため

新たな対策技術も開発されているとはいえ、十分な対策と言えるまでには至っておらず、消費者への

普及も進んでいないという現状である。 

 

模倣品を販売するための手口が巧妙化・悪質化していること、従来の模倣品対策をすり抜け

る模倣品が流通していることを考えると模倣品対策のセキュリティ性を高めることは急務となってい

る。またECサイトの普及により、流通経路や販売方法が多様化することによって、消費者が模倣品

を手にする可能性も高まっている。物理的な製品に加えて、デジタルコンテンツにおいても消費者が

安心して本物を手にできる環境を提供する必要がある。そのためには、技術の進歩だけでなく、安心

して購入するための制度や仕組みの構築が必要である。 

 

メーカーが模倣品対策の導入に積極的ではない理由として、多くの場合模倣品による被害の

実態が把握できておらず、対策技術を導入することによる費用対効果が算出できていないことが挙げ

られる。また、コストや利便性を重視した技術は導入しやすいが模倣もされやすく、反対にセキュリ

ティ性を高めた技術は模倣されにくいが導入もしにくいという課題がある。今後、模倣品対策が広く

普及するためには、低価格かつ模倣されにくい技術、またユーザーが利用しやすい技術の開発が必要

である。 

 

クラウドサービスやブロックチェーン技術の導入により、トレーサビリティ機能を活用して

サプライチェーン全体を管理し模倣品対策を行うことが主流となってきている。今後は流通経路から

模倣品を排除し、本物だけを流通させる仕組みを構築することが期待されている。製品に製造過程等

の情報をひも付ける（デジタルプロダクトパスポート）こともできるため、消費者にもメリットを創

出できる。 

 

海外に目を向けると、模倣品対策に積極的な企業が多く、国によっては官民一体となって模

倣品問題に取り組んでいる。日本の国内市場に比べて模倣品が多く出回っているという事情があるも

のの、その積極的な姿勢には見倣うべきものがある。模倣品対策技術の標準化に関しては、取組み方

に各国のばらつきはあるものの、どの国もその必要性を認めている。国内外問わず、消費者の模倣品

対策に対する意識はまだまだ低く、価格を重視して模倣品を購入してしまうことが多い。 

 

模倣品ゼロの社会を目指すためには、一つの技術や一企業の努力では対策が難しく、国や業

界全体で標準化や仕組みの構築に取り組むことが重要である。とりわけ標準化に関しては、国際的な

規格が制定されることによる市場への影響は大きいため、官民で共通認識を持ち、協力しながら標準

化やそれに応じた国内の法整備を行うことが望ましい。 

 

最後に、日本国内で模倣品対策を普及させていくためには、模倣品対策の必要性や重要性を

周知し、メーカー及び消費者の認識を向上させることが必要であると考える。そのためには、模倣品

に関する情報公開や、セミナーや勉強会の開催等、少しでも多くの人の目に触れるために行う地道な

普及活動が欠かせない。官民が協力して積極的に模倣品対策や普及活動を行うことで、海外の動向の

周知や、誰もが容易に情報に接することができる仕組みの創出が進むことを期待する。 

 

 


